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第
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３章 

基本計画

目標

画の体系
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標に向

系 

向けたた取組組 



 

 

 

 

 

 

 

 健全

た取組

 

１．豊

 

（１）

健

（２）

ア 

 

Ⅰ

第２

な生態系が

を進めます

豊かな自

施策目標

健全な生態系

指標

  

施策方針

すぐれた

① トキを

るとと

② 希少性

力して

③ 自然公

域のす

④ 佐渡の

あたっ

統一を

Ⅰ 豊か

節 環境

が保たれ、森

す。 

自然環境

標 

系を維持、回

標 ①環境に

 ②学校給

針の内容 

た自然環境

をシンボルと

ともに、保護

性、学術性、

て保護・保全

公園や自然

すぐれた自然

の優れた自然

っては地域に

を図ります。

 

かな自然を

境施策の

森里川海の

境の保全と

回復し、経

にやさしい

給食におけ

境の保護・

とした共生の

護上重要な野

景観美にす

全に努めます

（緑地）環境

然の概要につ

然の価値を市

に適合した独

 

を守り育

の具体的
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の関わりを

と活用

済活動と環

い米づくりな

ける地場産農

・保全 

の取組に関

野生生物の生

すぐれた天然

す。 

境保全地域、

ついて啓発し

市民団体など

独自の自然保

育む 

的展開 

原生的自

大切にし、

 

環境の好循

などの面積

農作物使用

連する施策

生息・生育地

然林などの原

鳥獣保護区

し、適正な保

どと連携して

保護ルールな

然環境 

人と自然

環を生み出

積の割合  

用割合   

を中心に、

地の保全を進

原生的自然を

区内の規制内

保護を図りま

て利活用法を

などを決める

然の共生の実

出す島を目

８８％ 

３０％(H

自然環境の

進めます。 

を関係機関

内容の周知

ます。 

を検討しま

るなど自然

実現に向け

指します。

H31 目標)

維持に努め

と連携・協

や、その区

す。利用に

保護意識の

け

 

め

協

区

に

の
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イ 野生生物などの保護・管理 

① 国内希少種を含む佐渡の動植物について、既存の生息状況確認資料を活用し、分布

情報の把握に努めます。希少動植物の生息・生育を脅かしている原因などを広く周

知することにより、市民理解の促進と保護意識の高揚を図ります。 

② 開発行為の自然環境配慮などを広く周知し、各種開発事業などの実施にあたっては、

計画の段階から事業の実施が野生生物に及ぼす影響について検討を行い、希少種を

はじめとする地域の野生生物の保全のための適切な措置が講じられるよう努めます。 

③ 国外から導入された外来生物や、国内の他地域から導入された外来生物（国内由来

外来生物）に関する情報の収集を進め、生態系などに被害を及ぼすおそれがある場

合は、関係機関と連携して防除事業などを実施するとともに、ペットなどの適切な

扱いに関する啓発に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 里地、里山、里海などの保全と活用 

① 農村環境の保全と農業の活性化 

a 耕作放棄地の増加を食い止め、農業が育む生物多様性を保全するため、生きも

のを育む農法などを推進し、生きものが生息できる環境と農業生産活動の調和

に努めるとともに、佐渡農業の持続可能性を高めていくためＧＩＡＨＳ（世界

農業遺産）の価値を高めていきます。 

b 関係機関と連携・協力して、農薬や化学肥料の使用低減などによる環境保全型

農業を推進します。 

c 環境保全型農業の推進について、減農薬の栽培基準に移行するよう努め、自然

エネルギーを最適に取り入れることによる環境ブランドの促進・地産地消や佐

渡ツーリズムの促進に向けて「生物多様性佐渡戦略」の下、推進を図ります。 

採餌中のトキ 
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d 関係機関と連携し稲わらなどの農地への還元について、配慮します。また、稲

わらなどの焼却については、有機資源の有効利用を促進する指導、防火上の指

導、健康被害を防ぐうえでの指導について、各役割を整理し取り組みます。 

e 環境と調和のとれた農業生産活動規範の普及促進について、有機栽培の推進に

よる農産物の高付加価値支援を行うなどの施策を行います。 

f 消費者と農業者との交流や地産地消・食育を推進し、環境に配慮した農業に対

する市民の理解促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 森林の保全と林業の活性化 

a マツ枯れやナラ枯れ対策として、薬剤の地上散布や被害木の伐倒駆除など、各

種防除措置を引き続き総合的に推進します。 

b 国県事業を活用するなど、荒廃した竹林整備に取り組む地域（団体）を援助し

ます。 

c 二次林においては、更新や保育、間伐などの適正な整備を推進するとともに、

所有者による森林整備を支援します。 

d 身近な里山については、地域住民のボランティア活動による森林整備などを促

進するとともに、自然とのふれあいや環境学習の場としての活用を図ります。 

e 佐渡産材の主伐・間伐材の利用をより一層高めることにより、林業の活性化を

図ります。 

特に、小・中学校や文化施設、高齢者施設などの公共施設に佐渡産材を積極的

に活用するとともに、木製品の製造・販売を支援し、利用の拡大を図ります。 

f 竹林や広葉樹などの木質バイオマスエネルギー化を進め、農業利用など資源循

環モデルを構築し、森林の適正管理に努めます。 

棚田保全活動を通じた交流 
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③ 浅海域の保全・再生と漁業の活性化 

a 陸域での人間活動による環境負荷が、浅海域の生物多様性にも影響を及ぼすこ

とを理解し、流域における環境負荷の低減、水源かん養や土砂災害防止など、

多様な環境保全機能を有する森林や農地の保全など、広域的なスケールでの取

組を推進します。 

b 漁業者の協力はもとより、県などの関係機関と連携・協力して、藻場の現状の

把握に努めるとともに、藻場の保全・回復、海底・海岸清掃、産卵場、育成場

の整備などにより、大切な地域資源である漁場の生産力の向上を図ります。 

c 水産資源を持続的かつ最適に利用するため、つくり・育て・管理する漁業を推

進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コブダイ 

水中クリスマス 海中の様子 

（本項写真提供：エス.ワァルド株式会社様）
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①

②

③

④

⑤

⑥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然との

① 地域の自

の現状に

② 里山林や

県有林遊

③ 自然観察

に充実さ

④ 環境学習

講座、大

⑤ 自然を適

るため、

ニューの

行の誘致

⑥ 都市住民

棚田の保

ィの活性

のふれあい

自然保護団体

について連携

や河川、海岸

遊歩道、北陸

察会や探鳥会

させ、自然に

習・教育にお

大学などが推

適切に保全し

インターネ

の開発、ガイ

致を推進しま

民が自然とふ

保全、トキの

性化を図りま

いの推進

体による自然

携して情報収

岸など、身近

陸自然遊歩道

会、森林体験

にふれあい、

おける指導者

推進するリー

しながら持続

ネットなどに

イドの育成の

ます。 

ふれあう機会

の生息環境整

ます。 
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然保護活動の

収集などを図

近な自然との

道やトレッキ

験学習など、

親しむ機会

者などの育成

ーダー養成講

続的に利用を

によるエコツ

の促進などの

会の提供と滞

整備などへの

出典：環

「森里川

の取組の支援

図ります。

のふれあいの

キングコース

自然環境に

会を提供しま

成事業を、市

講座などと連

を図るエコツ

ツアー情報の

の取組を進め

滞在型の余暇

の参加や交流

環境省HP 

海の連環確

援を行います

の場として、

ス）の利用促

にふれあえ

ます。 

市の行う指導

連携を図り推

ツーリズムの

の提供やモデ

めます。また

暇活動の推進

流活動を通

確保の環境が

す。また、

、自然歩道

促進を図り

る体験型の

導者研修会

推進します

の普及・定

デル的なツ

た、環境学

進を行い、

じて、地域

が生み出す恵

佐渡の自然

など（石名

ます。 

学習をさら

や市民大学

。 

着を推進す

ーリングメ

習型修学旅

森林整備や

コミュニテ

恵み」

然

学

す

旅

や
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 生物多様性が私たち人間に提供してくれる自然の恵み 

 生物や自然環境のことをまとめて生態系と呼びます。 

 そう呼ぶのは、生物や自然環境がそれぞれ独立しているのではなく、「生態系」という集ま

りになって相互作用しながらバランスをとっているという考え方からです。 

 私たち人間の暮らしも生態系の一員として生物や自然環境から食料や水の供給、気候の安定

など、生物多様性 を基盤とする生態系から得られる恵みによって支えられています。 

 この生態系から受ける恵みのことを生態系サービスと言います。 

 国連が 2001 年（平成 13 年）から 2005 年（平成 17 年度）にかけて行った生態系が提供する

サービスに着目した地球規模の生態系に関する総合的評価では、生態系サービスを次の表のよ

うに分類しています。 

  

 画像は環境省ホームページより

 これまで、生態系サービスは無限で無料と考えられてきました。 

 ところが、人間による開発や、人口が増えてくるにつれて生態系サービスの供給が追い付か

なくなってきていることがわかってきました。 

 ようやく、生態系は限りある資源で大事に守らなければならないということに私たちは気が

付いたのです。 

 現在、地球上では平均して１日に約１００種類の生物が絶滅していて、しかも過去と比較し

て生物の絶滅のスピードは加速しています。 その原因は人間の活動の影響によって生物多様

性の危機が引き起こされていると言われています。こうした、地球が非常に多くの植物、動物、

生態系を失っていることを生物多様性の喪失といいます。 

 生態系サービスは生物多様性※の喪失によって基盤を失い、サービスの低下を招きます。 

 生物多様性が豊かであるほど生態系サービスが向上するという場合が多くみられるため、将

来にわたってサービスを受け続けていくためには、その源となる生物多様性を保全していくこ

とが重要なのです。 

  ※遺伝子・生物種・生態系それぞれのレベルで多様な生物が存在していること。 

  これを地球規模で保全するため，1992 年に生物多様性条約が採択された。 

コラム「生態系サービス」って何？
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（３）アンケートから見る市民意識 

 （身近な自然環境への満足） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身近な自然環境への満足度をみると、「満足（「満足」と「やや満足」の合計）」の割合が最

も高いのは『（1）山や森林などの自然の緑の豊かさ』（83.6％）です。以下、『（2）鳥や魚、植

物などの身近な生物の豊かさ』（76.6％）、『（4）山や川などの自然の景色の美しさ』（76.3％）、

『（6）身近な自然（里山、水辺、動植物）への親しみやすさ』（70.7％）が続いています。 

一方で、「不満（「不満」と「やや不満」の合計）」の割合が高いのは『（5）街の景観』（36.9％）、

『（3）水環境（川、湖沼、海）のきれいさ』（27.6％）、『（7）希少な動植物の保護』（23.9％）、

『（6）身近な自然（里山、水辺、動植物）への親しみやすさ』（21.9％）となっています。 

4 5 . 7  

3 4 . 8  

2 4 . 2  

3 6 . 1  

1 5 . 3  

2 4 . 7  

2 1 . 1  

3 7 . 9  

4 1 . 8  

4 0 . 8  

4 0 . 2  

3 9 . 6  

4 6 . 0  

4 5 . 6  

9 . 9  

1 4 . 7  

2 3 . 4  

1 5 . 3  

3 1 . 0  

1 8 . 3  

1 9 . 5  

1 . 4  

2 . 0  

4 . 2  

1 . 7  

5 . 9  

3 . 6  

4 . 4  

5 . 1  

6 . 6  

7 . 3  

6 . 6  

8 . 2  

7 . 3  

9 . 4  

（ 1 ） 山 や 森 林 な ど の

自 然 の 緑 の 豊 か さ

（ 2 ） 鳥 や 魚 、 植 物 な ど の

身 近 な 生 物 の 豊 か さ

（ 3 ） 水 環 境 （ 川 、 湖 沼 、 海 ）

の き れ い さ

（ 4 ） 山 や 川 な ど の

自 然 の 景 色 の 美 し さ

（ 5 ） 街 の 景 観

（ 6 ） 身 近 な 自 然 （ 里 山 、 水 辺 、

動 植 物 ） へ の 親 し み や す さ

（ 7 ） 希 少 な 動 植 物 の 保 護

0 .0 % 2 0 .0 % 4 0 .0 % 6 0 .0 % 8 0 .0 % 1 0 0 .0 %

満 足 や や 満 足 や や 不 満 不 満 無 回 答
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２ トキとの共生の実現  

（１）施策目標 

さまざまな人たちの理解と協力により、環境に配慮した栽培基準に基づく「朱鷺と

暮らす郷づくり認証制度」の取組が全島に普及し、トキの餌場である水田とその周辺

環境が保たれてきたことから、引き続き、トキが佐渡の大空に羽ばたく姿をいつまで

も保てるよう努めます。 

指標 ①トキの野生定着数      ２２０羽以上 

   ②ビオトープ面積       ４５ｈａ 

（２）施策方針の内容 

ア 人とトキが共生できる社会環境の創出と各主体の連携・協力の推進 

① 環境省が次期目標として定めた「２０２０年までに２２０羽のトキの定着」を実現

するため、関係機関との連携・協力をさらに進めます。 

② トキの生息環境整備と人とトキが共生できる社会環境を創出するため、教育・研究

機関などとの連携・協力をさらに強化します。 

③ 生息環境整備、社会環境整備、また、トキとの共生が地域活性化につながるような

取組を、行政、大学、企業、市民、ＮＰＯなどと連携を図り、全国に発信します 

④ 施策の中心となる施設として、トキの森公園、トキ交流会館の機能を拡充します。 

イ トキの生息環境整備と参加型地域づくり 

① 環境保全型農業の取組やビオトープづくり、棚田の保全、落差などを解消した多自

然型の川づくり、森林整備などに取り組み、トキの餌場や営巣地を整備します。 

② 餌場や営巣地などを一体的に整備するとともに、地域住民と様々な主体が連携・協

働していくことのできる仕組みづくりを行います。 

③ 様々な主体との連携・協働したトキの生息環境整備により、地域コミュニティが活

性化し、より多くの環境保全活動に広がっていくことができる地域づくりを推進し

ます。 

④ トキの生息環境整備などの効果を把握し施策に反映するため、教育・研究機関など

による調査研究を奨励します。 

⑤ 放鳥されたトキの様子や地域のトキに係る課題を把握するため、「トキ保護推進員」

の活動を奨励します。 
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ウ トキとの共生に向けた理解の促進 

① トキが市の鳥として、より市民から愛され誇りとなるよう、トキの保護・増殖活動

や野生復帰の取組、生態などについて、一層の市民への理解と共生の取組の啓発を

促進します。 

② トキの野生復帰に関する情報を発信し、トキの保護について啓発するとともに、「ト

キファンクラブ」などを通じて、島内外協力者との連携・協働のための仕組みづく

りを進めます。 

③ トキとの共生の取組などについて解説する「トキガイド」の育成をより一層推進し、

他地域への発信やエコツーリズムなどで活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トキとの共生ルール看板（新穂行政ＳＣ前） 



 

（３）ア

（トキと

トキとの

方について

（42.4％）

ない」（41.

抗していま

なお、

（10.1％）

ります。 

 

 

 

 

 

（共生に

共生のた

ています。

『ある』

けていこう

えているこ

ラスなどを

出し方など

（47.9％）

が巣をかけ

うに、森林

「外来動植

ウ、ブラッ

の協力」（2

 

アンケー

との共生につ

の共生成否へ

ては、「でき

と「どちら

.0％）が４

ます。 

「できてい

は１割程度

による地域振

ために心がけ

 

と回答した

う（心がけて
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資源やエネルギーを効率的、循環的に利用する地球環境に配慮した島を目指します。 

 

１ 廃棄物の循環利用の促進  

 （１）施策目標 

日本に昔からある「もったいない」の精神を活かし、廃棄物のリデュース（発生抑

制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用）という３Ｒ活動の推進と適正処理

の確保により、ごみを減らし、資源として有効利用を図ることにより、天然資源の消

費を抑制し、環境負荷をできる限り低減化する「循環型社会」を実現します。 

指標 ①可燃ごみに占める生ごみの割合    ８．０％ 

   ②廃棄物排出量    １７，８００ｔ/年（Ｈ32年度18,500ｔ/年） 

   ③１人１日あたりごみ排出量      ９４０ｇ（Ｈ32 年度 960ｇ） 

   ④リサイクル率       ２５．０％（Ｈ32 年度 25.0％） 

   ⑤埋立処分量       ８２０ｔ/年 

※()内は佐渡市一般廃棄物処理基本計画の数値目標 

（２）施策方針の内容 

ア 循環型社会の推進に向けた取組 

① 「佐渡市一般廃棄物処理基本計画」（平成 25 年 3 月改訂）の目標として掲げた、「廃

棄物の減量化などの目標」（一般廃棄物の年間排出量、再生利用率、最終処分率）を

達成するため、市民・事業者・行政が三者一体となる協働体制で、廃棄物の減量化

や資源化など循環型社会の実現に向けた取組を進めます。 

② 佐渡市一般廃棄物処理計画基本計画の見直しにあたっては、廃棄物の発生抑制及び

適正な循環的利用を推進するための明確な目標を設定したうえで、一般廃棄物処理

施設の整備・更新など、地域における循環型社会を形成するための総合的な計画と

なるよう見直しを行います。 

イ 廃棄物の発生抑制と循環的利用の促進 

① レジ袋の有料化やマイバッグ（買物袋）の普及展開、生ごみのコンポスト化の普及

促進により、廃棄物の減量化や循環利用の意識を高めます。 

② 廃棄物処理に関する情報を、市のホームページなどにより市民に積極的に提供する

とともに、社会全体で３Ｒ活動の推進のための意識改革を図ります。 

Ⅱ 地球環境を考え行動する 
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③ 給食センターから排出される生ごみのコンポスト化やごみ箱から古紙ゼロ運動など、

市自ら率先的に３Ｒ活動に取り組み、その状況を積極的に周知します。 

④ ３Ｒ活動の推進に向け、市が実施するイベントごみの減量化を推進するとともに、

各主体の自主的なイベントごみの減量化に向けた取組を支援します。 

⑤ 食品廃棄物を排出する食品製造・加工業者とリサイクルされた堆肥・肥料の引き受

け手となる農業者などのマッチングを推進し、有機質資源の循環的利用を推進しま

す。 

⑥ 「新潟県環境保全型農業推進方針」に基づき、使用済みプラスチックの再生利用や、

家畜ふんなどを堆肥化し土づくりに活用するなどの有効利用を進め、農業系産業廃

棄物の再生利用を推進します。 

⑦ 既に取り組んでいる廃プラスチックのリサイクルの分別の徹底を図ります。また、

古紙の集団回収のさらなる拡充と拠点回収に取り組みます。また、生ごみや廃食用

油などの分別収集とリサイクルを検討します。 

⑧ 「家電リサイクル法」や「自動車リサイクル法」などの啓発を行い、円滑な施行に

努めます。 

ウ 循環型社会に向けた基盤整備 

① 循環型社会を構築する基盤として、廃棄物の適正な処理体制をさらに整えるため、

地域住民の理解を得つつ環境への配慮を十分に行いながら、一般廃棄物の最終処分

場やごみ処理施設などの整備を計画的に行います。 

② 一般廃棄物処理コストの分析を行い、様々な角度から検討することにより、効率的

な処理体制の構築に努めます。 

③ 災害廃棄物の処理を適切かつ迅速に行うため、関係機関と連携し、被災時における

廃棄物処理体制の充実を図ります。 
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２ 地球温暖化対策などの推進と再生可能エネルギーの普及促進  

（１）施策目標 

地球環境を保全するため、省資源、省エネ、新エネルギーの導入などにより、温

室効果ガスの排出量を削減します。また、オゾン層の保護や酸性雨対策などの取組

を理解し、かけがえのない地球環境を守ります。 

指標 ①公共施設における再生可能エネルギー導入数 ２０か所 

②市の施設における CO2排出量  ２０，０６１ｔ-CO2/年 

（２）施策方針の内容 

ア 省エネルギー対策の推進と再生可能エネルギーの普及促進 

① 佐渡市地球温暖化対策実行計画などに基づく推進 

a 「佐渡市地球温暖化対策実行計画」に基づき、市自らが地球温暖化対策に率先

的に取り組むとともに、エネルギーの使用の合理化等に関する法律における公

共施設全体のエネルギー使用量を把握し、その結果を分析することで、省エネ

ルギー、ＣＯ２排出量の削減に繋げます。また、その状況を積極的に公表します。 

b 「新潟県地球温暖化防止活動推進センター」や「新潟県地球温暖化防止活動推

進員」と連携・協力し、啓発活動を行うとともに地域における地球温暖化対策

を総合的・計画的に推進します。 

c 計画的な森林整備を推進するとともに、市民参加による森林づくりを推進しま

す。 

d 市民、事業者に対して、地球温暖化問題を啓発するとともに、日常生活や事業

活動における省エネルギー対策の推進やCO２排出量の削減の取組を推進します。 

e 再生可能エネルギーなどに関する新技術導入については、大学などと連携し調

査研究を進めます。 

f 身近な吸収源対策として、公園の整備、公共・公益施設の緑化など、「佐渡市都

市計画マスタープラン」などの計画に基づき、新たな緑化空間の創出を推進し

ます。 

② 省エネルギー対策の推進 

a 「うちエコ診断」など、市民に対して、日常生活での地球温暖化防止や省エネ

ルギー対策に向けた効果的な取組を実施するなど、普及啓発に努めます。 

b 省エネルギー診断などを活用し、省エネルギー及び温室効果ガスの排出削減な
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どに積極的に取り組む事業所を支援します。 

c 木くずや廃食用油、生ごみなどのバイオマス資源のエネルギー利用を促進しま

す。 

d ３Ｒ活動の推進により、廃棄物の処理に伴う温室効果ガスの排出量を削減しま

す。 

e 市が率先的に低公害・低燃費車を導入するとともに、引き続き導入助成に取り

組むことで、低公害・低燃費車の普及を促進します。 

f アイドリングストップなどのエコドライブを推進するとともに、「佐渡市地域公

共交通網形成計画」などの計画に基づき、地域特性に応じた環境負荷の小さな

交通が実現されるよう、関係機関との連携の上、促進を図ります。 

  

間伐材等をはじめとしたバイオマスの利活用 
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③ 再生可能エネルギーの活用 

a 「佐渡市地域新エネルギー導入促進計画」の数値目標に基づき、太陽光や風力、

水力、バイオマスなど、再生可能エネルギーを活かした島づくりに取り組みま

す。 

b 「佐渡市地域新エネルギー導入促進計画」に基づき、小・中学校や庁舎などの

公共施設、外灯や防犯灯などに太陽光・風力発電設備を率先的に導入するとと

もに、引き続き一般住宅における導入助成に取り組み、再生可能エネルギーの

導入を促進します。 

c 地元産木材利用の促進や林地残材などのバイオマス資源をエネルギーに有効利

用する取組を推進します。 

イ 最新技術の実証と活用 

再生可能エネルギー・省エネルギーや環境に関するすぐれた最新の技術の情報収集に

努めるとともに、関連機関と連携し実証、活用する取組を支援します。 

 

 

営農型ソーラーシェアリングの研究 
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環境汚染や自然災害の防止など生活環境の対策を進め、安全で快適な島を目指します。 

 

１ くらしを支える生活環境の確保  

（１）施策目標 

さわやかで澄んだ空気、清らかで豊かな水、騒音や振動のない安全で快適な生活

環境を確保します。 

指標 ①野焼き苦情件数              ５０件 

②生活雑排水処理人口比率（水洗化率）   ６７．２％ 

③海水浴場の水質判定基準 AA の割合（開設前） ６／６ 

（２）施策方針の内容 

ア 生活環境に関わる要素の監視・測定 

① 市民の健康と生活環境保全の基礎となる大気や水質などの監視・測定を、県や事業

者と連携・協力しながら計画的に実施し、充実に努めます。 

② 騒音規制法や振動規制法、悪臭防止法に基づく規制地域などについて、生活環境の

変化や必要に応じて見直しを検討します。 

③ 公害苦情については、県と協力して適切な処理を図るとともに、処理が困難な事案

については、「公害紛争処理制度」を利用した解決を図ります。 

④ 県制度融資などの周知により、工場・事業場が実施する公害防止施設の設置などの

取組を促進します。 

⑤ 公害防止協定の締結など、事業者と市民との良好な関係づくりを促進します。 

⑥ 災害時における環境保全対策を県と連携・協力しながら推進します。 

イ くらしを支える生活環境の保全 

① 大気環境の保全 

a 工場・事業場からの大気汚染については、事業者や県と連携して、環境モニタ

リングを行うとともに、排出基準の遵守などの指導を行います。 

b アスベストについては、県と連携・協力して、建築物の解体現場などからの大

気中への飛散防止対策の徹底を図ります。 

Ⅲ くらしを支える環境の質を高める 
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c 野焼き防止などの対策会議を開催するなど、県、警察、消防と連携して野焼き

禁止の普及啓発、パトロールの強化に努めます。また、県や農協と連携・協力

して稲わらやあぜ草などの焼却防止の推進を図ります。 

d ＰＭ２．５などの大気汚染について実態などの把握と危険意識の向上に努めま

す。 

② 水環境の保全 

a 県と連携しながら、工場・事業場における排水基準の遵守などの指導を行い、

水質汚濁の未然防止に努めます。 

b 水環境の保全を図るため、下水道などの生活排水処理施設の整備の有効な施策

として継続していきます。下水道使用料の免除制度や合併処理浄化槽設置補助

金などの制度の周知により水洗化率の向上に取り組みます。 

c 加茂湖岸のヨシ原の保全・再生などにより、植生による水質浄化機能の確保を

図るとともに、身近な水辺の整備や加茂湖流域が親水性の高い地域となるよう

努めるなど、市民一人ひとりの意識啓発を進めます。 

d 河川、湖沼、港湾などの水域については、県と連携して、経年変化などの状況

の情報共有を図ります。 

e 県や農協と連携・協力し、農薬や化学肥料の使用低減、家畜ふんなどの堆肥化

と土壌還元などの環境保全型農業の普及に取り組みます。また、「トキと暮らす

郷づくり認証制度」（生きものを育む農法）に伴う農薬化学肥料の減量化など地

域の特性に応じた適切な低減対策に取り組みます。 

f 魚類のへい死、油の流出などの異常水質事故を未然に防止するため、市民や事

業者への指導、啓発を引き続き実施するとともに、異常水質事故が発生した場

合は、県や関係機関と連携・協力して、迅速な対応体制のもと、被害の拡大防

止や原因究明、原状回復措置に取り組みます。 

g 水源や浄水場における適切な水質管理などにより、安全で良質な水の確保に努

めます。 

h 水域の特性に応じた良好な水質と水量を確保するため、節水や雨水の有効利用、

歩道や駐車場などへの透水性舗装の導入を推進します。 

i 地域の貴重な水源である湧水については、市民との協力により適切な利用と保

全に努めます。 
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③ 土壌汚染対策 

a 土壌や地下水の有害物質による汚染を未然に防止するため、県と連携して有害

物質使用事業場などに対する指導に取り組みます。 

b 土壌汚染や地下水汚染が認められた場合は、速やかに周知を図り、市民の安全

を確保するとともに、原因の究明と対策に努めます。 

④ 騒音・振動対策 

工場・事業場及び建設事業者などに対する立入指導を実施し、騒音・振動の防止に

努めます。 

また、市への事前届出の義務化の徹底と事前審査の強化を図ります。 

⑤ 悪臭対策 

a 工場・事業場などの悪臭発生源に対する立入検査の実施や規制基準の順守など

の監視・指導に努めます。また、市への事前届出の義務化の徹底と事前審査の

強化を図ります。 

b 野焼きに伴う悪臭苦情が多いことから、野焼き禁止の普及啓発（市報、チラシ、

防災ラジオなど）、パトロールの強化など、県や関係機関と連携・協力して、野

焼き禁止の徹底を図ります。 

c 畜産事業者に対して家畜ふん尿の適正な管理を指導し、悪臭防止対策の徹底を

図ります。また、悪臭問題が生じた場合は、県と連携・協力して改善指導を行

い、速やかな解決に努めます。 

⑥ 化学物質対策 

ダイオキシン類など、環境への影響が懸念される様々な化学物質について、引き続

き、県と連携して排出や使用状況などの実態の把握を行うとともに、必要により化学

物質の排出の少ない生産工程の導入や、使用方法の改善措置、事故などの減少化をは

じめとした指導を行います。 

⑦ 公害防止に向けた関係づくりの推進 

a 工場・事業場などにおける環境への負荷の低減など、事業者による自主的な取

組を促進し、公害防止協定などの締結により、市民との間の良好な関係を築く

取組の推進を図ります。 

b 市民、事業者が自主的に地域づくりへの参画を促進するため、環境情報の公開

を行うことや活動の場の提供を推進します。 
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⑧ 日常生活における環境配慮 

a 一般家庭から発生するペットの鳴き声、ステレオやエアコン室外機の音などの

騒音防止について、意識づけを図ります。 

b ペットの適正な飼養とふん尿被害などを防止するための周知を図ります。 

c 家庭ごみの自家焼却や投棄の禁止の徹底を図ります。 

d 下水道などへの接続の推進や、炊事、洗濯、入浴などに伴う家庭からの汚濁負

荷を低減するための周知を図ります。 

e 廃自動車の放置を防止するため、周知を図ります。 

ウ 廃棄物の適正処理の推進と不法投棄対策などの推進 

⑨ 廃棄物の適正な処理の推進 

a 一般廃棄物処理施設の信頼性の確保を図るため、処理施設を適正に管理し、周

辺の環境モニタリングなどの徹底とともに、一般廃棄物処理施設の維持管理状

況を公表します。 

b 廃棄物処理業者の適正処理を推進するため、関係機関と連携して廃棄物の処理

に係る法令などの徹底や、監視・指導を行うとともに、事業者の自主的な環境

情報の公開など透明性の確保を促進します。 

c 市が処理することが困難な一般廃棄物の適正処理の体制を確保するため、製

造・販売業者による回収や産業廃棄物処理業者の活用による処理ルートを確保

するとともに、「ごみカレンダー」や「ごみの分別ガイドブック」の配布などに

より、市民などに適切な情報を提供します。 

⑩ 廃棄物の不法投棄対策などの推進 

a 廃棄物の不法投棄や野焼きを未然に防止するため、不法投棄監視員を中心とし

た地域による防止体制を強化します。 

b 県、警察、消防などの関係機関や不法投棄監視員などと連携して合同パトロー

ルを実施し、廃棄物の不法投棄や野焼きなどを未然に防止します。 

c 廃棄物を排出する事業者などの順法意識を高めるとともに、広く市民の間に、

廃棄物の不法投棄や野焼きなどの不適正な処理を許さない意識を醸成するため、

関係機関と協働して啓発活動を積極的に行います。 

d 県などの関係機関や不法投棄監視員、市民や事業者などの各主体と連携・協働

して、不法投棄情報の収集を行うとともに、不法投棄された廃棄物や放置自動
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車、海岸漂着ごみの撤去を推進します。 

e 佐渡市一斉清掃、ごみゼロの日キャンペーン、一日美化デー、佐渡を美しくす

る会の取組により、地域を美しく保つ機運の醸成を図ります。 

エ 災害に強い体制づくりの推進 

① 里地、里山、里海の整備は、災害の予防効果も発揮するものであり、引き続きその

充実に向けての啓発に取り組みます。 

② 化学物質を使用している事業所など、災害時に環境汚染を未然に防止するため、環

境安全体制の一層の整備の促進などを県などの関係機関と連携して行います。 

③ 災害廃棄物の適正な処理を行うため、県や他自治体と連携・協力した島外処理、産

業廃棄物処理業者などとの協力体制の整備を図ります。 

④ 「空家など対策の推進に関する特別措置法」に基づき、適切な管理が行われていな

いことで防災、衛生、景観などの生活環境に深刻な影響を及ぼす空家などについて

の対策を検討します。 

オ 環境美化の推進 

① 空き缶やたばこの吸い殻などのポイ捨てをなくし、世界遺産にふさわしい島を目指

して、関係機関や各種団体と連携し、「ごみゼロの日キャンペーン」や「佐渡市一斉

清掃」、沿道の草刈りなどのボランティア活動に積極的に取り組みます。 

② 観光地周辺の道路の草刈りを行い、環境美化に取り組みます。 

③ 空き缶やたばこの吸い殻のポイ捨てを防止するため、環境美化指導員による巡視や

回収を強化するとともに、市民への注意喚起に努め環境美化意識の高揚を図ります。 

 

  

ごみゼロ運動の展開 
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２ うるおいと安らぎのある生活環境の確保  

（１）施策目標 

親水性のある場づくりの形成や身近な緑の保全と創造、人と環境に配慮した社会

資本の整備を推進し、うるおいと安らぎのある快適な生活環境を確保します。 

（２）施策方針の内容 

ア 親水性のある場づくりの形成 

① 水とふれあい、魚など水辺の生物と親しめる場の整備を進めます。 

② 河川の改修にあたっては、それぞれの目的・機能を踏まえながら、瀬や淵の創出、

現況植生の保存について生態系に配慮し、あわせて美しい自然景観を保全創出する

多自然型の川づくりを県などと連携して進めます。 

③ 市民に親しまれている湧水については、保全と活用を図るための取組を検討します。 

イ 身近な緑の保全と創造 

① 市民や事業者による生垣や花壇の設置など、緑化の取組を促進します。 

② 庁舎や公営住宅、公園、学校などの公共施設の緑化を充実し、市街地における緑化

の保全と創造を進めます。 

ウ 人と環境に配慮した社会資本の整備と維持 

① 行政が管理する公園や公共施設園庭、道路、河川などの環境美化など、市民、市民

団体、事業者などと連携・協働による取組を推進します。 

② 公衆トイレの整備と適切な維持管理を推進するとともに、山や海などの観光・レク

リエーション施設の排水処理対策、再生可能エネルギー・省エネルギー対策などを

推進します。 

③ 自然の有する防災や水質浄化などの機能を利用し開発等を進める手法（グリーンイ

ンフラストラクチャ」について、調査研究を進めます。 
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豊かな自然環境を背景にした歴史的・文化的資源を大切にする島を目指します。 

１ 歴史的・文化的環境の保全と活用  

（１）施策目標 

地域固有の歴史や文化が息づく環境を形成するため、歴史・文化資源を大切にす

るとともに、地域を活性化する柱として、積極的に活用します。 

（２）施策方針の内容 

ア 佐渡金銀山遺跡および関連文化財の保全・活用 

① 佐渡金銀山遺跡を中心とした佐渡の世界遺産化と登録後に向けた取組を市民と連携

しながら積極的に推進します。 

② 史跡・重要文化的景観など世界遺産関連文化財の保全を進めるとともに、地域の歴

史・文化的資源として積極的にその活用を図ります。 

③ 関係機関や地域住民の協力のもと、市民の世界遺産保護意識の醸成を図ります。 

イ 歴史・文化資源の保存と活用 

① 歴史・文化資源の保全と継承のための拠点として「佐渡学センター」を中心とした

取組を進めます。 

② 指定文化財や伝統的建造物などの保存、修理や維持管理を進めます。 

③ 埋蔵文化財については、包蔵地の発掘調査と普及啓発による保存対策を進めます。 

④ 新たな文化財の指定や登録に取り組みます。 

⑤ 町並み、民家などの歴史的建造物の調査を行い、その保存に努めます。 

⑥ 地域で親しまれている歴史・文化資源を把握するとともに、地域住民との連携によ

り保全と普及啓発を進めます。 

⑦ 博物館や資料館など、資料収集や展示の充実に努め、市民の歴史・文化に関する学

習を推進します。 

⑧ 地域の伝統行事や伝統芸能の保存と継承に努めるとともに、市民が文化芸術に親し

む機会の充実と、市民の自発的な文化活動を支援します。 

  

Ⅳ 自然環境豊かな文化と社会をつくる 
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２ 佐渡にふさわしい景観の形成  

（１）施策目標 

自然がつくり出した美しい景色、人々の長い営みの中で育まれてきた棚田や里山、

古い街並みや歴史的建造物などがもたらす風景を保全し、佐渡らしい景観を形成

します。 

（２）施策方針の内容 

ア 景観計画、景観条例に基づく景観像 

佐渡らしい景観像を市民との合意のもとに築きます。 

イ 良好な景観の確保 

① 佐渡市景観条例、景観計画に基づき、地域の特性に応じた、きめ細やかな規制や誘

導方策に取り組みます。 

② 森林の適切な維持管理や小倉千枚田などの棚田の復元を進め、里地、里山などの景

観を保全します。また、耕作放棄地の生産基盤の復元に取り組むことで、良好な農

村景観の形成を促進します。世界農業遺産の価値の維持を今後も図りつつ、棚田の

維持、里山、里海などの景観の保全に努めます。 

③ 「佐渡市屋外広告物条例」に基づく規制や指導を通じて、屋外広告物についての景

観上の適正な配慮を促進します。 

④ 講演会やシンポジウムなどの市民参加のイベントの開催や顕彰制度などを実施する

ことにより、景観形成に関する市民意識の高揚と市民や事業者の自発的な景観づく

りを促進します。 

⑤ 各主体と連携・協力して、清掃・美化活動を推進します。 

⑥ 個人の所有地などに放置している廃自動車の撤去を進めます。 

⑦ トレッキング協会など関係機関と連携し、トビシマカンゾウや貴重な山野草の盗掘

防止などの保護・保全活動を推進します。 

⑧ 関係機関・団体などと連携し、外来動植物の駆除を推進し、佐渡の動植物の在来種

の保護・保全を促進し、佐渡らしい景観を育みます。 
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環境学習の開催、地域での実践活動を支援し、佐渡の環境を世界に発信する環境市民

づくりと育成を目指します。 

１ 佐渡の環境を考え実行できる環境市民の育成  

（１）施策目標 

地域で行われている様々な取組に参画し、実践することで、環境の大切さを学び、

知り、佐渡の環境の良さを認識し、自信を持って他に発信することのできる「環

境市民」を育成します。 

指標 ①環境アドバイザー登録数        ６０人 

   ②環境イベント参加者数      ２，８００人 

（２）施策方針の内容 

ア 環境教育・環境学習における様々な取組 

① 小・中学校や給食センターなどに、太陽光・風力発電設備などの再生可能エネルギー設

備や省エネルギー設備の導入を推進するとともに、電力使用量、発電量の見える化に努

めます。 

② 佐渡学講座、市民大学講座など他の機関が行う講座などと連携し、環境教育・学習の機

会を提供します。 

イ 次世代を担う人材への重点的な取組の推進 

① 「こどもエコクラブ」などへの積極的な支援を進め、子どもたちの自主的な環境学習活

動を促進します。 

② 環境学習活動への意欲を高め、環境保全活動への取組を促進するため、「佐渡市環境教

育副読本（小学生用・中学生用）」の幅広い活用を推進します。 

③ 小・中学校における環境教育を総合的に推進するため、指導者用の「佐渡島環境大全」

の活用を促進します。 

④ 環境教育の推進を図るため、支援制度の充実を図ります。 

  

Ⅴ 環境市民を形成し市民活動を展開する 
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ウ 指導者の育成と活用の促進 

① 小・中学校教職員や地域における環境保全活動実践者などを対象とした「環境教育・環

境学習指導者研修会」を開催し、環境教育・環境学習の指導者として育成します。 

② 佐渡の環境を指導するにふさわしい人材を中心として市独自の「環境アドバイザー」に

登録し、指導者情報を教育現場などに提供します。 

エ 家庭、地域、職場など、多様な場における環境教育・環境学習の推進 

① 多様な場における環境教育・環境学習の推進のため、教材やプログラムの提供、環境ア

ドバイザーなどの人材の派遣などの支援を行います。 

① 環境教育・環境学習の中で、トキの森公園やトキ交流会館、クリーンセンターなどの廃

棄物処理施設などの施設の積極的な活用を推進します。 

環境講演会の様子 
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２ 協働の取組の推進  

（１）施策目標 

市民、市民団体など、事業者、行政などそれぞれが主体的に、また、それぞれが

相互に連携・協働しながら様々な環境保全活動に取り組む、「地域環境コミュニテ

ィ」を形成します。 

指標 ①清掃ボランティア延べ参加人数   ２００，０００人 

②美しい島佐渡・エコアイランド推進協議会 

 会員数                  ５０団体 

③佐渡環境賞応募件数            ２０件 

（２）施策方針の内容 

ア 市の率先行動と中心的役割としての取組 

① 市は、日常業務を含め、事務・事業のすべてに環境への配慮を適切に織り込んでいくこ

とにより、自らの活動を律し、環境への負荷の低減などの環境保全活動を率先垂範しま

す。 

② 各主体との連携・協働の仕組みづくりに取り組みます。「美しい島佐渡・エコアイラン

ド推進協議会」を中心に展開していきます。 

③ 市民、市民団体、事業者などが行う環境保全活動を支援し、地域の環境保全活動を推進

します。また、地域の身近な環境価値を市民が再認識し、市民が中心となって環境価値

を高める取組を促進します。 

④ 地域の環境データバンクとして、環境保全活動の推進はもちろんのこと、環境施策の企

画立案に活用するため、環境情報の収集、整理を行い、適切に発信していきます。 

イ 協働のための仕組みづくり 

① 市民団体などからの環境施策提言をモデル事業化するなど、施策提言機能の強化を図り、

パートナーシップによる施策立案を促進します。 

② 地域の様々な主体が連携し、地域ぐるみの垣根を超えた環境保全活動を促進します。 

③ 「環境フェア」や「佐渡市一斉清掃」などの取組をさらに効果的に進めるため、各主体

との連携・協働に努めます。 

ウ 環境情報の収集・提供の充実 

① 環境情報の提供を的確に実施するため、市の環境の状況や環境施策の実施状況などを、

毎年度「佐渡市の環境」として公表します。 
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② 環境保全活動団体などの活動情報を収集、把握し、各主体に提供するとともに、環境情

報のネットワーク化を推進します。 

③ 市民環境アンケート調査を計画的に実施し、市民や事業者などの環境保全活動の取組状

況や、環境に関する意識の把握に努めます。 

エ 各主体の自主的・積極的な取組に対する支援 

① すぐれた環境保全活動を行う事業者、団体などを顕彰する制度として市独自の「佐渡環

境賞」による表彰を行い、活動を広く周知します。 

② 環境に配慮した事業活動や環境保全活動に取り組む事業者の情報を広く提供します。 

③ 国・県などの補助制度の活用、制度融資の周知、物品や資材、活動ノウハウの提供など

により、地域に根ざした環境保全活動を支援します。 

（３）アンケートから見る市民意識 

 （環境を良くする活動への参加意向） 

 

 

環境を良くする活動への参加意向としては、「参加しない」（42.3％）が４割強で最も多く

なっていますが、一方で、３人に１人以上は「参加したい」（36.7％）としています。 

この設問につきましては、前回調査での「今後機会があれば、環境教育や環境学習に参加

したいと思いますか」と、今回の調査によりお聞きした「機会があれば、佐渡の環境を良く

する活動に参加したいと思いますか」という問いでは、市民意識の傾向を比較することが難

しくなっています。 

超高齢社会、過疎であることを背景とした、参加したくても参加できないという事情を考

慮して、比較する必要があります。 

36.7 

32.7 

42.3 

10.5 

11.2 

33.3 

9.8 

23.4 

今回（Ｈ28）

（n=858）

前回（Ｈ17）

（n=1246）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

参加したい 参加しない その他 無回答
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佐渡市環境基本計画における環境指標 

本計画では、５つの長期目標を達成するため、「環境指標」を定め数値目標を設定します。 

NO 環境指標 現在(H27) 目標(H38） 備考 

１ 豊かな自然環境の保全と活用    

 環境にやさしい米づくりなどの面積の割合（％）
（作付面積全体に占める５割減減以上栽培面積の割合） 

83.3 88.0 

学校給食における地場産農作物使用割合（％） 25.2 30.0 目標値は平成 31 年度 

２ トキとの共生の実現    

 
トキの野生下定着数（羽） 104 220 羽以上 

目標値は平成 32 年度 

トキ野生復帰ロードマッ

プ 2020 から 

トキの餌場面積 
（ha：ビオトープ面積、基準日：年度末） 

26.7 45 

３ 廃棄物の循環利用の促進    

 可燃ごみに占める生ごみの割合（％） 15.2 8.0 

廃棄物排出量（t/年） 22,154 17,800 

１人 1日あたりごみ排出量（g/人・日） 1,046 940 

リサイクル率（％） 21.0 25.0 

埋立処分量（t/年） 1,024 820 

４ 地球温暖化対策などの推進と再生可能エネルギーの普及促進 

 公共施設における再生可能エネルギー導入数 
（箇所） 

16 20 

市の施設における CO2排出量（t-CO2/年） 22,291 20,061 年間１％×10 年 

５ くらしを支える生活環境の確保    

 野焼き苦情件数（件） ※70 50 
※H23～27 年度 
 の年平均 

生活雑排水処理人口比率（水洗化率）（％） ※51.4 67.2 ※H26 年度 

海水浴場の水質判定基準 AA の割合（開設前） 6/6 6/6 

６ 佐渡の環境を考え実行できる環境市民の育成    

 環境アドバイザー登録者数（人） 35 60 

環境イベント参加者数（人） 1,400 2,800 

７ 協働の取組の推進    

 清掃ボランティア延べ参加人数（人） 89,524 200,000 

美しい島佐渡・エコアイランド推進協議会会員数（団体） 29 50 

佐渡環境賞応募件数（件） 10 20 

※現在(H27)については、基本的に平成２７年度末現在の数値。 


